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えっきーフェスティバル
3月20日（水）、深日港駅で多奈川沿線の活性化を目的とした

「えっきーフェスティバル」が開催されました。
深日小学校児童たちが、駅前広場で合唱および駅構内を鮮やかに飾り付ける落書きイベント等を
実施し、たくさんの人が訪れました。

表紙



歳入の概要
　町税は地価の下落等により固定資産税が減少するものの、緩やかな景気回復に伴い町民税の増加
が見込まれることから微増となっています。地方交付税についても国の地方財政計画の伸びを踏まえ
増加を見込んでいます。しかし、町営緑ヶ丘住宅建設事業が終了し、町道海岸連絡線整備事業費が
大幅に減少したことなどから、国庫支出金および地方債のいずれも減少を見込んでいます。また、制度
改正に伴い、ふるさと納税の減少が見込まれることで、寄附金および繰入金の減少も見込んでいるた
め、歳入全体としては前年度から16億3,600万円減少しています。

〔町税〕
20億5,815万円 
（26.3%）

〔繰入金〕
4億6,886万円 
（6.0%）

〔諸収入〕
1億3,746万円
 （1.8%）

〔使用料および手数料〕
1億2,983万円 （1.7%）

〔その他〕
1億7,340万円（2.2%）

〔地方交付税〕
19億6,300万円（25.1%）

〔町債〕
9億6,165万円
（12.3%）

〔国庫支出金〕
9億1,077万円
（11.7%）

〔府支出金〕
5億7,305万円（7.3%）

〔譲与税および交付金〕
4億3,783万円（5.6%）

自主財源
38.0%依存財源

62.0%

令和元年度当初予算が決まりました

歳入合計 78億1,400万円

　町全体の予算総額は135億8,992万円で、対前年度14.7％の減額です。また、町行政の根幹をなす基
本的会計である一般会計は78億1,400万円で、対前年度17.3％の減額となりました。（なお、令和元年度
の一般会計は、町債の借換え1億4,485万円を予定しています。そのため、借換えを除くと実質的には76億
6,915万円で、対前年度18.0％の減額になります。）
▶問合せ／財政改革課 ☎492-2780

■総額／135億8,992万円　■一般会計／78億1,400万円
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歳出の概要
　人件費は再任用職員に係る給与費や選挙に係る職員手当等が増加し、物件費は深日港と洲本
港を結ぶ広域サイクルツーリズム事業や固定資産評価替経費等が増加しています。一方、町営緑ヶ
丘住宅建設事業が終了し、町道海岸連絡線整備事業費が大幅に減少したことから普通建設事業
費が減少しています。また、ふるさと納税の減少が見込まれることでの謝礼品に係る補助費等や基金
への積立金も減少を見込んでいることなどから、歳出全体としては前年度から16億3,600万円減少
しています。

〔物件費〕
15億5,161万円 
（19.9%）

〔人件費〕
14億7,735万円 
（18.9%）

〔普通建設事業費〕
11億3,586万円 
（14.5%）

〔補助費等〕
9億3,862万円 
（12.0%）

〔繰出金〕
8億6,465万円 
（11.1%）

〔公債費〕
8億3,212万円 
（10.6%）

〔扶助費〕
7億8,321万円 
（10.0%）

〔維持補修費〕
1億1,825万円 （1.5%）

〔その他〕
1億1,233万円 （1.5%）

▼歳出を目的別に見てみると

民生費 土木費 総務費 公債費 衛生費

24億899万円 
（30.8%）

13億1,324万円 
（16.8%）

12億5,522万円 
（16.1%）

8億3,212万円 
（10.7%）

7億3,692万円 
（9.4%）

教育費 消防費 諸支出費 その他

4億5,427万円 
（5.8%）

4億1,636万円 
（5.3%）

5,133万円
（0.7%）

3億4,555万円
（4.4%）

歳出合計 78億1,400万円（性質別）
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※注１  国が地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、地方公共団体自らに地方債を発行させる制度。そ
の地方債の償還金は後年度の地方交付税で措置されるため、実質的には地方交付税の代替財源といえます。

※注2  もともと10年後に借り換えることを前提として、平成20年度に20年の償還計画で借りている地方債について、い 
ったん全額を償還し、同額を借り直すものです。

■町債（地方債）一覧 
事 業 名 予 算 額 事 業 名 予 算 額

防災行政無線整備事業 211,700 消防施設整備事業 2,100

保健センター整備事業 10,000 防災備蓄倉庫整備事業 24,300

ごみ処理施設整備事業 54,200 臨時財政対策債（注1） 221,000

橋りょう整備事業 10,400 借換債（注2） 144,849

町道整備事業 283,100 合　計 961,649

※1「水道事業会計」は大阪広域水道企業団へ移行するため平成30年度で廃止。

■各会計の予算額
会計区分 令和元年度

当初予算額
平成30年度
当初予算額 増減額 増減率

一般会計 7,814,000 9,450,000 △ 1,636,000 △ 17.3

特別
会計

国民健康保険特別会計 2,738,998 2,758,207 △ 19,209 △ 0.7

後期高齢者医療特別会計 302,985 317,822 △ 14,837 △ 4.7

下水道事業特別会計 653,829 675,501 △ 21,672 △ 3.2

漁業集落排水事業特別会計 14,676 18,248 △ 3,572 △ 19.6

介護保険特別会計 1,916,883 1,916,353 530 0.0

淡輪財産区特別会計 7,210 7,090 120 1.7

深日財産区特別会計 56,489 48,231 8,258 17.1

多奈川財産区特別会計 84,846 47,949 36,897 77.0

小　計 5,775,916 5,789,401 △ 13,485 △ 0.2

企業
会計 水道事業会計※１ 0 689,810 △ 689,810 皆減

合　計 13,589,916 15,929,211 △ 2,339,295 △ 14.7

単位：千円、％

単位：千円
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【基本政策1】 みんなで進めるまちづくり（協働・人権・行財政）

新規 総合計画等策定事業
令和2年度で終期を迎える町の総合的かつ計画的な行政運営を図る
ための総合計画や都市計画マスタープラン、みどりの基本計画を令和
元年度から2ヶ年をかけて策定する。

962

新規 庁舎整備事業 老朽化した役場本庁舎の防災機能の向上のため、庁舎整備のあり方
について検討を行い、整備に係る基本計画の策定を行う。 842

新規 住民情報システム改修事業 5月1日の新天皇即位に伴う新元号に対応するため、住民基本台帳、
税務、福祉などに係るシステムの改修を行う。 594

新規
特別徴収税額決定通知
書の記載項目に対する秘
匿措置

事業主を経由して従業員に交付される納税義務者用の税額決定通
知書について、給与所得情報以外の所得情報（不動産所得、配当所
得等）や控除情報（障がい者、寡婦等）が含まれていることから、プライ
バシー保護を図る観点から秘匿措置（圧着処理）を行う。

105

新規 集会所改修事業 地域コミュニティ活動の拠点であるうえ、孝子集会所の老朽化した屋
根の改修を行う。 363

拡充 地域活性化事業
令和元年度は全日本ビーチバレー女子選手権大会が30周年の記念
大会となることから地域の活性化に資する活動等に対し補助金の拡
充を図る。

217

広域サイクルツーリズム事業

深日港洲本港航路の集客や経営採算性に関する実証データの取得
や新たな需要を開拓し、ビジネスモデルとして成立する航路再生の取
り組みを推進する。令和元年度においては、泉州、和歌山や淡路島の
サイクルルートを連結するため、深日港洲本港間を大阪湾上で海上サ
イクルルートとして結び、広域的で大規模なサイクルルートを確立する
ことによりサイクル・ツーリズムによる新たな人の流れを創出し、交流人
口の増加とまちの賑わいづくりに資する事業を展開する。

6,883

【基本政策2】 一人ひとりの“子どもが”“親が”輝き、文化を育むまちづくり（子育て・教育・文化）

新規 深日小学校遊具更新事業 子ども達が安全安心な学校生活が送れるよう、深日小学校の遊具を
更新する。 174

新規 多奈川小学校トイレ改修
事業

老朽化している多奈川小学校のトイレ改修を行うことで、教育環境の
改善を図る。令和元年度は設計業務を行う。 50

新規 淡輪小学校運動場トイレ
改修事業

淡輪小学校運動場のトイレに室内灯と換気扇の設置を行うことで、教
育環境の改善を図る。 17

新規 学校施設長寿命化計画
策定事業

町内にある公立学校施設（淡輪小学校、深日小学校、多奈川小学校、
岬中学校、淡輪幼稚園）における教育環境の質的改善・機能向上お
よび整備に要するコストの縮減と平準化を目的とした長寿命化計画の
策定を行う。

612

新規 小学校ICT環境整備事業
小学校教育におけるICT環境整備の推進を図るため、各小学校コン
ピュータ室のパソコンを更新し、校外授業にも活用可能なノート型パソ
コンの導入を行う。

276

新規 子ども・子育て支援事業
計画策定事業

全ての子ども・子育て家庭を対象とした幼児期における学校教育・保
育・地域の子育て支援についての需要量を見込み、その確保のための
取り組みを進める第2期子ども・子育て支援事業計画の策定を行う。

197

■施策体系別主要事業一覧 予算額
単位：万円新規…新規事業　拡充…令和元年度から一部拡充した事業凡例
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〈施策体系別主要事業一覧（つづき）〉 予算額
単位：万円

新規 災害備蓄品の整備（保育
所・子育て支援センター）

気象警報発令中の保育所保育において、より安全・安心な保育環境
の整備のため、対象を「こども」に特化した備蓄品の整備を行う。 57

新規 こぐま園改修事業 老朽化により劣化した屋上防水シートについて改修を行い、療育環境
の改善を図る。 216

新規 子育て支援センター改修
事業

老朽化により劣化した屋上防水シートについて改修を行い、保育環境
の改善を図る。 714

拡充 子ども医療助成事業

子どもの健全な育成と保健福祉の向上を図るため医療費の一部助成
を行う。平成24年度以降、段階的に施策拡充を実施してきた。令和元
年度では、7月より助成対象（入院・通院）を現在の中学校卒業年度末
から満18歳に達した後の3月末までの者に引き上げる。

3,874

拡充 文化芸術育成事業

小学校に、車いすダンス等を行う芸術家を派遣し、講話や実技披露を
実施する。障がいのある方からの聞き取り等を行うことで、将来の生き方
について考える機会をもつ。今年度は新たに、保護者も対象に加えた事
業展開を行う。

18

拡充 スクールソーシャルワー
カー設置事業

いじめ・不登校等の諸課題を解決するために社会福祉士等のスクール
ソーシャルワーカーの活動回数（28回→35回）を増やして配置し、その
専門性を活用することで子どもを取り巻く環境改善を目指す。

78

【基本政策3】 誰もが元気でいきいきと暮らせるまちづくり（健康・福祉）

新規 保健センター耐震補強事業
令和元年度に実施設計に着手し、令和2年度に耐震補強工事を実施
することで、乳幼児から高齢者に至るまでの住民の健康づくりを担う拠
点の整備を行う。

210

新規 健康増進計画等策定事業
健康づくりの取り組みを効果的に進めるため、平成26年度策定の「第
2次健康増進計画および食育推進計画」（健康みさき21）の進捗状況
の把握や効果の検証・評価等の中間見直しを行う。

203

新規 被災者生活再建支援金
平成30年7月豪雨および平成30年台風21号により、生活基盤に被害
を受けた住民に対し被災者生活再建支援金を交付することで、早期
の生活再建を支援する。

300

拡充 風しん予防接種および抗
体検査の実施

風しんに関する追加対策として、特に抗体保有率が低い39～56歳の
男性を対象に予防接種法に基づく定期接種を3年間無料で実施す
る。

292

【基本政策4】 新たな活力の創造と心うるおう観光まちづくり（産業・観光）

新規 岬町農とみどりの活性化
構想策定事業

岬町全体の農とみどりの資源を対象に、観光、農業、特産品等の視点
から今後のあり方についての基本構想の策定を行う。 440

新規 （仮称）岬町農業公園構
想策定事業

農地の保全、食と健康をテーマとした農業の再生の拠点となる農業公
園の整備に向け、基本構想の策定を行う。 677

【基本政策5】 豊かな自然の中で安心して暮らせるまちづくり（環境・地域安全）

新規 ごみ処理施設整備事業 経年劣化により損傷が著しい排ガス連絡ダクトの耐火物更新工事を
行い焼却能力の維持を図る。 5,424

新規 防災備蓄倉庫整備事業 防災備蓄物資の適正かつ効率的な備蓄体制を構築するため、本庁舎
南側の町有地（坊の山）に備蓄倉庫4棟を整備する。 2,430
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〈施策体系別主要事業一覧（つづき）〉 予算額
単位：万円

新規 消防団可搬ポンプ購入事業 異常気象による災害が増加する中、台風や大雨時における消防団水
防活動の強化を図るため、深日分団に可搬ポンプを新たに配備する。 219

防災行政無線再整備事業

無線設備規則の改正により、令和4年11月末までに防災行政無線機
を、アナログ式からデジタル式に再整備するとともに、本庁舎から水道
庁舎1階に無線親局を移設し、本庁舎南側の町有地（坊の山）に無線
中継局舎を設置する。昨年度の親局・中継局の設備、屋外拡声子局
等の整備に続き、令和元年度も引き続き屋外拡声子局の整備を行う。

21,179

【基本政策6】 安全で快適な暮らしを守るまちづくり（都市基盤）

新規 土砂災害特別警戒区域内
家屋移転等助成事業

異常気象による災害被害の減少を目指し、土砂災害特別警戒区域内
の建築物に対し、住民自らが実施する移転等に対し、その費用の一部
を助成する。

495

新規 兵庫地区水路整備事業
兵庫地区内の排水が悪い水路の改修を行うことで、災害の防止や住
環境の改善を図る。令和元年度は、前年度の実施設計に引き続き改
修工事を行うことで年度末の完成を目指す。

2,000

新規 西畑池谷地区里道整備
事業

西畑池谷地区内の墓地へと続く里道について、路面等に損傷があるこ
とから改修を行う。令和元年度は、前年度の実施設計に引き続き、改
修工事を行うことで年度末の完成を目指す。

1,530

新規
既存民間建築物安全対
策事業（ブロック塀安全
対策）

町域の道路に面した危険なブロック塀等の撤去を行う所有者に補助
金を交付することにより、危険なブロック塀等の撤去を促進し、地震に
よる人的・経済的な被害を軽減するとともに地震時の避難路の確保を
図る。

300

新規 不良空家等除却補助事業
平成30年度に策定された「岬町空家等対策計画」の基本方針に基づ
き、適正な管理が行われていない空家等の改善指導を行うとともに、空
家等の除却補助事業を実施する。

100

拡充 多奈川古港雨水ポンプ整
備事業

多奈川西地区古港に台風や高潮による水害等が予測された場合に、
移動式ポンプによる内水排除を行っているが、設置に時間を要するこ
とからそれに代わり常設のポンプを設置することにより、更なる安全性
の確保を図る。令和元年度は前年度の実施設計に引き続き、設置工
事を行うことで年度末の完成を目指す。

3,400

拡充 橋りょう整備事業
平成25年度に策定した「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、必要
性が高い橋りょうの整備を年次的に実施する。令和元年度は古田橋
補修工事と城ケ谷橋補修設計業務を行う。

2,400

町道海岸連絡線整備事業

町道畑山線から第二阪和国道淡輪ランプを結ぶ防災避難道路を整
備するため、平成25年度の事業着手以来、これまで測量設計や用地
買収等を実施してきた。令和元年度は、前年度に続き道路整備工事
等を行うことで年度末の完成を目指す。

27,791

町道多奈川歴史街道線
整備事業

歴史的文化施設である興善寺、理智院、産土神社の魅力を発信する
とともに、観光訪問者の増加につなげるために道路整備を行う。平成
28年度から測量設計、用地買収等を行い、令和元年度は、前年度に
引き続き道路整備工事を実施することで年度末の完成を目指す。

10,000
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2019年度の保険料の算定方法（大阪府）

※1  賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額（分離
課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など）の合計額から基礎控除額33万円を控除した額です。

（雑損失の繰越控除分は控除されません。）

＝ ＋
年間保険料

（限度額62万円）

均等割額
（被保険者１人当たり）

51,491円

所得割額
賦課のもととなる

所得金額※1
所得割率
9.90％×

2019年度における保険料について
　後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに設定しています。2019年度は、
2018年度と同様、均等割額51,491円、所得割率9.90％により保険料を算定します。

（注１）2018年度は【基礎控除額（33万円）＋27.5万円×被保険者の数】
（注2）2018年度は【基礎控除額（33万円）＋50万円×被保険者の数】
※ 9割軽減の対象であった方については、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。
（ただし、住民税課税世帯の方は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は年金保険料納付実績等に応じて異なります。）

※ 8.5割軽減の対象の方については、年金生活者支援給付金の支給の対象とならないこと等を踏まえ、激減緩和の観点から、1年間に限
り実質上8.5割軽減を据え置くこととします。

※ 基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。
※ 軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※ 当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除して

軽減判定します。
※ 世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。
※ 平成30年度と比較して平成31年度は、5割および2割の軽減対象が拡大されています。
※ 転入等により所得金額がわからない場合には、均等割額を保険料として決定いたします。前住所地等への照会により所得金額がわか

れば再計算をして、翌月以降に保険料が変更となる場合があります。

所得の判定区分
均等割額の軽減割合 2019年度の

軽減後の
均等割

本来の
軽減割合

2018
年度

2019
年度

2020
年度

2021
年度

うち、当該世帯の被保険者全員の各所得が0
円であるとき（ただし、公的年金等控除額は80
万円として計算する。）

7割 9割 8割 7割 7割 7,723円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金
額等が基礎控除額（33万円）を超えないとき 7割 8.5割 8.5割 7.75割 7割 10,298円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金
額等が【基礎控除額（33万円）+28万円×被
保険者の数】（注1）を超えないとき

5割 5割 5割 5割 5割 25,745円

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金
額等が【基礎控除額（33万円）+51万円×被
保険者の数】（注2）を超えないとき

2割 2割 2割 2割 2割 41,192円

保険料の軽減が受けられる場合

　世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額（51,491円）が7割、5割、2割軽減されます。そのうち、7割軽減となる方に
ついては、2018年度までは特例措置として9割、8.5割軽減されていますが、2019年度から、段階的に見直しを行います。

①均等割額の軽減特例

後期高齢者医療制度に関するお知らせ
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保険料額のお知らせと納め方

▶問合せ／
大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 ☎06-4790-2031
※受付時間：月～金曜日（祝日を除く。） 9時～17時30分
役場保険年金課 ☎492-2705

※ 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象
となりません。

　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方
は、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額
の5割が軽減されます。
　なお、世帯の所得に応じた均等割額の8割または8.5割軽減に該当する方については、それぞれの軽減割合が適用さ
れます。

②会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減

　本年7月に、2019年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）にかかる「保険料額決定通知書」と「納入通知書」
の一体型通知書を送付しますので、その後、口座振替や納付書（納入通知書）の方法により9期（7月から翌年3月まで）
で納めていただきます。

※年度の途中から特別徴収に変更となる場合があります。

①普通徴収（口座振替や納付書でお支払い）の方

　2019年度の後期高齢者医療保険料確定後の10月以降、引き続きまたは新たに特別徴収となる方は、7月に「保険
料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。
　10・12・2月の年金受給時に、2018年中の所得に基づいて計算された年間保険料から仮徴収等によりすでに納めて
いただいた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めていただきます。

○保険料確定後の特別徴収

　年金受給額が年額18万円以上の方は、原則年6回の年金受給日に、その年金から直接お支払いいただきます。
②特別徴収（年金からのお支払い）の方

　軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に基づいて行
いますので、被保険者のみなさまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができませ
んので、市区町村の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告等が必要です。

③留意事項

（1）2019年2月に保険料を特別徴収で支払われた方
　4月の年金受給時に、2月にお支払いいただいた金額と同額を仮徴収額としてお支払いいただきます。この場合、保
険料額の通知はありません。ただし、6・8月分は、4月分と同額が適当でないと市町村が判断すれば仮徴収額が変更さ
れることがあり、その場合は、変更通知書が送付されます。

（2）2018年度は普通徴収で、4・6・8月から新たに特別徴収の対象となる方
　2018年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。その場合、事前に「保険料仮徴収額決定通知書」と「納入通
知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますので、ご確認ください。

○仮徴収（2018年中の所得が確定するまでの仮納付：4・6・8月）

※2018年度に引き続き普通徴収（口座振替や納付書）でお支払いいただく方は、仮徴収は行われません。
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副町長に松岡裕二氏が
就任しました

　3月の岬町議会定例会におきまして、選任同意
を賜り、4月1日付で副町長を拝命いたしました松
岡裕二でございます。「平成」が終わり、「令和」とい
う新しい時代に突入する節目の年に、町政の一端
を担うという責任の重大さに、身の引き締まる思い
であります。
　現在、岬町では、2020年を目標年度とする第4
次岬町総合計画で「豊かな自然 心かよう温もりの
まち“みさき”」を将来像に掲げ、喫緊の課題である
人口減少問題に対応し、地方創生を成し遂げてい
くため、新しい人の流れをつくる様々な取り組みを
実施しております。その取り組みの一つが港を利用
したまちの活性化事業で、これまで深日港からの
航路再生へ向けた社会実験等を実施してきまし

　3月31日をもって任期満了となった松田副町長の後任として、平成31年第1回岬町
議会定例会で選任同意された松岡裕二氏が4月1日付で副町長に就任しました。

▶問合せ／まちづくり戦略室町長公室担当 ☎492-2769

た。今年度も4月27日から10月末までの土曜日・日
曜日・祝日限定で深日港から淡路島の洲本港へ旅
客船を運航致します。つきましては、今年度におき
ましても、みなさまのご乗船を心よりお待ちしており
ます。
　岬町が抱える課題を解決し、「まちの価値を高め
る」ためには、住民のみなさまにご協力いただき、
みなさまと協働でまちづくりを進めていくことが必
要不可欠であります。私としましては、これまで培っ
てきた国土交通省での経験やネットワーク等を活
用し、田代町長の指導のもと、町職員とともに岬町
の地方創生に取り組みたいと考えております。みな
さまのご支援とご指導の程、何卒よろしくお願い申
しあげます。

就任あいさつ

副町長 

松岡 裕二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

remplir ～古民家を活用した生花販売～
　remplir（ランプリール）は、淡輪駅近くに創業し
た生花、切り花、アレンジメント、花束、ブーケ等を
販売しているお店です。店内には、アレンジしたこ
だわりの生花がずらっと並びます。お世話になって
いる人や大好きな人にremplirの花を贈ってみま
せんか。
▶営業日／金・土・日・月曜日
▶住所／淡輪1478-3
▶問合せ／☎479-8004

▶問合せ／企画地方創生課 ☎492-2775

ベーカリーパレード ～味わい深いハード系のパン～
　ベーカリーパレードは深日小学校近くに創業した
パン屋さんです。営業日には開店前からたくさんの
人が並んでおり、天然酵母やライ麦を使用したフラ
ンスの田舎パンが大人気となっています。また、店内
にはパンの販売のほか、その場でパンを食べること
ができるイートインスペースが設
けられています。
▶営業日／金・土・日・月曜日
▶住所／深日616-1
▶問合せ／☎491-3030

岬町創業支援補助金について
　岬町では、町内における新たな事業および雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必
要な支援を行う岬町創業支援補助金を設けています。当補助金を利用して創業されたお店をご紹介します。
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多
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川
港
会
館

▼
出
演
／
多
奈
川
長
生
会
会
員
、

歌
謡
愛
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会
会
員

▼
主
催
／
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謡
愛
好
会

▼
協
賛
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川
長
生
会

▼
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岬
町
文
化
協
会

▼
問
合
せ
／
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☎
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０
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ク
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会
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謡
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好
会
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１
２
０
回
歌
謡
発
表
会

南
泉
州
リ
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ー
ウ
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ー
ク・
７

「
顕
如
上
人
が

逃
げ
延
び
た
先
は
？
」

5月の
イベント・
催し情報

5月31日までの日程は
カレンダー（22ページ）に

掲載しています。

岬
み
ん
な
の

里
山
プ
ロ
ジェ
ク
ト

第
12
回
ビ
ー
チ
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会
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●ステージイベント
▶開催場所／南広場特設ステージ
▶概要／各国の文化や風習を楽しいステージ
ショーでご紹介。みんなで一緒に楽しめるクイズな
どの参加型イベントもお見逃しなく！
●旅行フェスティバル
▶開催場所／南北広場
▶概要／国内外の観光局や航空会社、旅行会社
などのブースが大集合。最新の観光情報を手に入
れて、楽しい旅プランを立てよう！
●世界のグルメ
▶開催場所／北広場
▶概要／旅先での楽しみのひとつは食にあり！旅の

情報収集の合間においしい屋台グルメを堪能しよう！
 ●海外旅行セミナー
▶開催場所／関西空港会議場(ホテル日航関西空港１階)
▶概要／観光局や航空会社などによる本格的な
旅行セミナーを開催。旅にまつわる知識を楽しく学
んで海外旅行で新しい発見をしよう！
●KIXチャリティーマーケット
▶開催場所／関空展望ホール「Sky View」
▶概要／航空会社のオリジナルグッズや航空機の
部品、空港備品などが勢揃い。ここでしか手に入ら
ないお宝アイテムを探してみよう！
▶問合せ／「関空旅博2019」運営事務局 ☎06-
6347-1489

　5月18日(土)、19日(日)10時～17時の2日間、『関空旅博2019』を開催します。「関空旅博」は関西国際空
港で毎年実施している西日本最大級の旅行イベントで、今年で第15回目を迎えます。会場では政府観光局、
航空会社、旅行会社などがブースを連ね、世界の文化、魅力を伝えます。今年はメインコンテンツとして、朝日
放送テレビの土曜朝の人気番組「朝だ！生です旅サラダ」のトークショーステージを開催！そのほか海外航空
券などが当たる抽選会や、航空会社のオリジナルグッズなど貴重なアイテムが揃う「KIXチャリティーマーケッ
ト」といった、例年実施している定番コンテンツも実施します。入場料は無料となっておりますので、ぜひみな
さまお誘い合わせのうえ、関西国際空港へお越しください。期間中は駐車場の混雑が予想されます。空港へ
お越しの際は、電車やバスなどの公共交通機関をご利用ください。

関空旅博2019　開催概要・主なイベント紹介

〜世界に一番近い旅の博覧会〜

～大阪湾の生き物たちに触れあい、身近な大阪湾
を楽しんでみませんか?～
　『大阪湾生き物一斉調査』とは大阪湾環境再生
連絡会が大阪湾の沿岸で活動する団体の協力を
得て、みなさんと一緒に各地の生き物を一斉に調
査する取り組みです。この調査の結果は大阪湾の
各地の水環境を把握する基礎資料にします。
▶日時／6月2日（日）11時30分～13時30分
▶会場／せんなん里海公園「しおさい楽習館」
▶対象／環境に興味のある方 ※小学生以下は保
護者同伴のこと ※家族でのご参加大歓迎
▶参加費／無料（駐車料金別途620円必要）

▶定員／先着30名
▶持ち物／活動しやすい服装（お子さんは着替
え）、濡れてもよい靴、軍手、タオル
▶申込み期間／5月8日（水）より受付開始（定員に
なり次第締切） ※お申し込み後3日以内（土日祝
祭日除く）に結果をご連絡いたします。
▶申込み方法／ 494-2688 ※電話では受け付
けできません。
代表者の住所・氏名・年齢・連絡先（メールアドレス・
電話番号）／参加者全員の氏名・年齢および学年
▶問合せ／里海くらぶ連絡協議会事務局 ☎090-
9623-6372 ※問い合わせ対応のみとなります。

第12回大阪湾生き物一斉調査！ 参加者募集
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〈開催場所・予約・問合せ〉
保健センター ☎492-2424・2425健 康 スケジュール

事業名 対象・定員等 日時・受付 場所・その他

BCG予防接種
生後3か月～12か月に至るまでに1
回接種（標準接種期間生後5か月～
8か月）

5月24日（金）
13時45分～14時15分 ▶場所／保健センター

特定健診
①国保加入者で満40歳以上～74歳
以下の方
②満40歳以上の生活保護世帯の方

5月16日（木）
9時30分～11時30分

▶場所／淡輪町民体育館
※ 肝炎ウイルス検査・歯科

健診以外は要予約

国保若年特別健診 昭和55年4月1日以降に生まれた方
で満15歳以上の国保加入者

後期高齢者健診 後期高齢者医療の対象者

結核肺がん検診 満40歳以上の方

肝炎ウイルス検査 満40歳以上の方（初回に限る。）

歯科健診 満15歳以上の方

胃がん検診 満40歳以上の方 5月16日（木）
9時30分～11時

▶場所／淡輪町民体育館
※ 費用500円（注1）
※ 要予約

大腸がん検診 満40歳以上の方

5月16日（木）
9時30分～11時30分

▶場所／淡輪町民体育館
（注2） ※ 要予約

5月28日（火）
9時30分～14時30分

▶場所／保健センター
（注2） ※ 要予約

乳がん検診 満40歳以上の方（2年に1回）
5月28日（火）
9時30分～11時30分、
13時～14時30分

▶場所／保健センター
※ 費用500円（注1）
※ 要予約

子宮がん検診 満20歳以上の方 5月28日（火）
13時～14時30分

▶場所／保健センター
※ 費用500円（注1）
※ 要予約

骨粗しょう症検診 満40歳以上の方 5月28日（火）
9時30分～11時30分

▶場所／保健センター
※ 費用500円（注1）
※ 要予約

※「保健師健康相談」は「各種相談」のページ（23P）に掲載しています。※毎月10日までの健康スケジュールは前月号に掲載しています。詳しくは「健
康づくり日程表 2019.4月～2020.3月」でお知らせしていますので、1年間大切に保管して健康づくりにお役立てください。

（注1）生活保護世帯または70歳以上の方は無料となります。
（注2）検診に必要な検査容器を配布しますので、提出日の１週間前までに保健センターへお越しください。（閉庁日除く。）

　2019年4月27日（土）～10月27日（日）までの
土・日・祝日限定運航！
　この機会に、車とは一味違った、懐かしの航路で
旅をしてみませんか？運航時刻表や乗船料、当日
の運航状況等はホームページでご確認ください。

▶インターネット予約／http://fuke-sumotoliner.com
▶予約・問合せ／深日港発券所（観光案内所「さ
んぽるた」） ☎447-6202※月曜日定休
▶その他問合せ／まちづくり戦略室政策推進担当 
☎492-2725

（深日港-洲本港）ゴールデンウィークから旅客船の運航を開始します！
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　深日小学校PTA主催の廃品回収を行いますので、ご協
力いただける方は、当日の朝、8時までに、深日地区各集積
場所へお出しください。みなさまのご協力をお願いいたし

　平成31年度第1回多奈川小学校PTA主催の廃品回
収を実施します。アルミ缶、ビール瓶、新聞紙、雑誌、段
ボール、古着の回収を行いますので、ご協力いただける
方は当日の朝お出しください。
　また、牛乳パックはトイレットペーパーにリサイクルして
いますので、切り開いて廃品回収時に出してください。

ます。
▶日時／5月26日（日）8時～10時 ※雨天決行
▶回収物／新聞紙・ボロ（古着）・段ボール・雑誌・アルミ缶
※布団類は、回収できません。
※最終集積場所は、岬町役場です。
▶問合せ／深日小学校 ☎492-2051

　なお、廃品回収の収益金は子どもたちのために有意
義に活用させていただきます。
　みなさま方のご協力をよろしくお願いいたします。
▶日時／5月26日（日）8時～
▶問合せ／
多奈川小学校
 ☎495-5028

深日小学校PTA主催 廃品回収

多奈川小学校PTA主催 廃品回収

　淡輪小学校PTA主催による廃品回収を実施いたしま
す。新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パックなどの紙類、アル
ミ缶の回収を行います。
　ご協力いただける方は、当日の朝、8時までに各地区

の集積場所にお出しください。廃品回収の収益金は、子
どもたちの学校生活のために有効に活用しております。
　みなさま方のご協力をよろしくお願いいたします。
▶日時／5月19日（日）8時～10時
▶雨天予備日／5月26日（日）
▶問合せ／淡輪小学校 ☎494-3068

淡輪小学校PTA主催 廃品回収

まちのできごと

○らくがきクラブ
▶日時／5月12日（日）14時～15時　
※汚れてもよい服装で来てください。
○定例おたのしみ会
▶日時／5月25日（土）14時～15時　

アップル館からお知らせ

※府立図書館・公民館の本もリクエストできます。
※開館日・休館日は岬だよりのカレンダーまたはホームページをご覧ください。
▶問合せ／アップル館 ☎492-6050（FAX共）

　3月から始まった来館スタンプラリーは5月18日(土)で終了です。景品引き換えは5月22日（水）～です。

▶内容／工作、紙芝居など。
○乳児わらべうた
▶日時／5月26日（日）14時～14時30分
▶対象／0歳～1歳
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　親子で気軽に遊びに来てください。子どもたちは、「見て・触
れて・感じて!」いろんな事を学びます。保護者のみなさんと一緒
に悩み・考え・学びながら子育てを楽しみましょう。そして大切な
子どもたちを地域で温かく見守り育てていきましょう。

地域の子育て
応援します!

親子の交流・仲間づくりの場
出張ほのぼのクラブ

プレパパプレママ交流会（要予約）

　親子の交流、仲間づくりの場としてご利用ください。
▶日時／5月22日（水）10時30分～11時30分
わらべ唄遊び、絵本等の紹介と栄養士による栄養相談。
▶場所／望海坂第1集会所
▶参加費／参加費として１家族につき年間300円いた
だきます。（令和2年3月末まで）
▶問合せ／保健センター ☎492-2424

　これからお母さんになられる方々が、交流を深めて楽
しい子育てができる良い機会になります。
　パパ・ママ参加しませんか？
※予約制です。保健センターまでお電話ください。
▶日時／○１回目 6月9日（日）
○2回目 6月16日（日）
○3回目 ６月20日（木）
各日10時～12時
▶場所／保健センター

（3回目は子育て支援センター）
▶問合せ／保健センター
 ☎492-2424

　町内のこどもを犯罪から守るため、みなさまのご協力
をお願いします。
※地域安全ボランティアの登録は随時受け付けしていま
すので、登録を希望される方は下記まで、ご連絡をお願
いします。
▶問合せ／生涯学習課 ☎492-2715

毎月8日は『こども安全デー』です!

　6月から淡輪幼稚園で親子登園を行います。幼稚園で
楽しく遊びましょう。
▶募集対象児／平成31年4月現在、2歳、3歳になった未
就園児
▶地域／岬町在住で淡輪幼稚園に通園できる親子
▶日時／月1回程度（年間10回） 9時30分～11時
▶費用／材料費、おやつ代として年間1300円
▶申込期間／5月27日（月）～31日（金）9時～16時〈随時〉
※申込用紙は、幼稚園にあります。
▶問合せ／淡輪幼稚園 ☎494-3001

淡輪幼稚園親子登園募集

▶日時／5月15日（水）10時30分～11時30分
▶場所／子育て支援センター
▶対象／1歳児～就学前児
▶内容／ふれあい遊び
▶持ち物／着替え・お茶・タオル
※警報発令時は中止
▶問合せ／多奈川保育所 ☎495-5030

幼児教室のお知らせ

▶日時／5月28日（火）10時～11時
▶場所／淡輪・深日・多奈川保育所
▶内容／園庭遊び・子育て相談（身体計測もあります。）
▶持ち物／着替え・帽子・お茶・タオル
▶駐車場／各保育所にお問い合わせください。
※雨天時は中止
▶問合せ／各保育所
淡輪保育所 ☎494-3567（FAX共）
深日保育所 ☎492-4955（FAX共）
多奈川保育所 ☎495-5030（FAX共）

園庭遊びのお知らせ
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応急手当普及員再講習を開催します
　応急手当普及員再講習とは、応急手当普及員
としてすでに認定されている方に、最新の情報や
講習方法、指導方法等について座学や実技を通
して再確認していただく講習会です。
　応急手当普及員の認定は、資格取得から3年で
失効します。応急手当普及員再講習を受講するこ
とによって、さらに3年間有効となります。
▶日時／5月27日（月）9時～12時
▶場所／泉佐野市りんくう往来北1番地の20 泉
州南広域消防本部 5階研修室
▶定員／20人（先着順）
▶受講料／無料 ※人工呼吸用携帯マスク(一方
向弁付呼気吹き込み用具)をあらかじめご自身で
ご準備いただく必要があります。
▶受講対象者／以下の条件全てを満たすこと。
①応急手当普及員としてすでに認定されている方。
②当消防組合管内（泉佐野市、泉南市、阪南市、
熊取町、田尻町、岬町）で自身の所属する事業所
等における応急手当の指導を行う目的であること。 

▶申込み・問合せ／5月13日(月)～20日（月）の平
日9時～17時30分に電話またはFAXで、消防本部
警備課へお申し込みください。　　　　　　　　
　☎469-0119（音声ガイダンスが流れますので、
④番「警備課」を押してください。）、 460-2119

　放火は、たばこやコンロによる火災など、人の
ちょっとした不注意から起きる失火と異なり、人が
火をつけるという悪意を持った犯罪行為ですが、
残念なことに毎年火災原因の第１位です。
　放火による火災を防ぐには、「自分たちの街は、
自分たちで守る」という意識を持って、地域ぐるみで

「放火されない・放火させない環境づくり」が重要
なポイントです。隣近所と声を掛けあって、地域ぐる
みで放火防止に努めましょう。

▶問合せ／泉州南広域消防本部 警防部予防課 
☎469-0886

岬消防署
ダイヤル119

■放火防止のポイント!
○家のまわりに燃えやすい物を置かない。
○ 門や通用口、物置、車庫等のドアは必ず施錠する。
○ 照明器具などを設置し、夜間も家のまわりを明るくする。
○ 郵便受けの新聞やチラシは必ず屋内に取り込む。
○ゴミは、指定の収集日に出す。

放火されない まちづくりを

図書室だより 本の紹介

　淡輪公民館では、大阪府立中央図書館の
本も借りることができます。お気軽にリクエスト
ください。

▶淡輪公民館・図書室 ☎494-0300

宝島 著者:真藤 順丈

ニムロッド 著者:上田 岳弘

1Ｒ1分34秒 著者:町屋 良平

本のリクエストを受け付けています。
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理
士
事

務
所
な
ど
か
ら
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
手
続
き
が
で
き
る
シ

ス
テ
ム
で
す
。

■
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

　

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
と
は
、事
前

に
税
務
署
に
届
出
を
し
て
お
け

ば
、ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
て
電
子

申
告
等
を
し
た
後
に
、届
出
を
し

た
預
貯
金
口
座
か
ら
、ク
リ
ッ
ク

操
作
で
、即
時
ま
た
は
期
日
を
指

定
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

便
利
な
納
付
手
段
で
す
。

　

ま
た
、確
定
申
告
に
よ
り
納
付

す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
金
額
に

つ
い
て
、あ
ら
か
じ
め
納
付
日
と

納
付
金
額
等
を
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付

画
面
に
よ
り
登
録
し
て
お
く
こ
と

で
、登
録
し
た
納
付
日
に
預
貯
金

口
座
か
ら
振
替
に
よ
り
納
付（
予

納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。複

数
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の

で
、定
期
的
に
均
等
額
を
納
付
す

る
こ
と
や
、収
入
に
応
じ
た
タ
イ

ミ
ン
グ
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン

ビ
ニ
納
付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か

ら
納
付
に
必
要
な
情
報（
氏
名
・

税
額
な
ど
）を「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」（
Ｐ

Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
）と
し
て
作
成
・
出

力（
保
存
）の
う
え
、コ
ン
ビ
ニ
に

設
置
の「
Ｌ
ｏ
ｐ
ｐ
ｉ
」「
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ

ポ
ー
ト
」端
末
に
読
み
取
ら
せ
る

こ
と
で
バ
ー
コ
ー
ド（
納
付
書
）を

出
力
し
、納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
利
用
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア(

平
成
31
年（
２
０
１
９
年
）

１
月
４
日
時
点)

は
、ロ
ー
ソ
ン
、

ナ
チ
ュ
ラ
ル
ロ
ー
ソ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ

プ（
い
ず
れ
も「
Ｌ
ｏ
ｐ
ｐ
ｉ
」端

末
設
置
店
舗
の
み
）、フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト（「
Ｆ
ａ
ｍ
ｉ
ポ
ー
ト
」端
末

設
置
店
舗
の
み
）と
な
り
ま
す
。

※
利
用
可
能
額
は
、バ
ー
コ
ー
ド

（
納
付
書
）１
枚
に
つ
き
30
万
円

以
下
と
な
り
ま
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納

付
は
現
金
の
み
と
な
り
ま
す
。

※
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
・
電
子
マ

ネ
ー
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
株
式
会
社
デ
ン

ソ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
の
登
録
商
標
で
す
。

■
納
税
証
明
書
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

納
税
証
明
書
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
と
は
、自
宅
等
の
パ
ソ
コ
ン
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末

で
納
税
証
明
書
請
求
デ
ー
タ
を

作
成
し
、送
信
す
る
こ
と
で
、窓
口

で
書
面
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
と

比
べ
、安
価
な
手
数
料
で
待
ち
時

間
も
短
縮
で
き
る
手
続
き
で
す
。

※
請
求
に
当
た
っ
て
は
、ｅ

−

Ｔａ
ｘ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w

.
e-tax.nta.go.jp

）の
ｅ

−

Ｔ
ａ
ｘ

ソ
フ
ト（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
ま
た
は
Ｓ
Ｐ

版
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
平
成
31
年
分
以
後
の
元
号
の

表
示
に
つ
き
ま
し
て
は
、便
宜
上
、

平
成
を
使
用
す
る
と
と
も
に
西

暦
を
併
記
し
て
お
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
泉
佐
野
税
務
署 

☎

４
６
２

−

３
４
７
１

　
税

　平成31年度（2019年度）の税目別納付期限は次のとおりです。また、5月は固定資産税の第1期分および
軽自動車税の納付月です。納付期限までに、お近くの金融機関、コンビニエンスストアでお納めください。
　口座振替（または郵便自動払込）をご利用の方は、預貯金残高をお確かめください。

▶問合せ／税務課 納税係 ☎492-2765

平成31年度（2019年度）の納付月のお知らせ

税目／期別 全期 第1期 第2期 第3期 第4期

固定資産税 5月31日（金） 5月31日（金） 7月31日（水） 9月30日（月） 12月2日（月）

町府民税 7月1日（月） 7月1日（月） 9月2日（月） 10月31日（木） 12月25日（水）

軽自動車税 5月30日（木）

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
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国
民
年
金
保
険
料
追
納
制
度

と
は
、免
除
や
猶
予
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
保
険
料
を
、後
か
ら

納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で

す
。こ
の
制
度
を
利
用
す
る
と
、将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、こ
の
制
度
を
利
用
し
て

支
払
っ
た
保
険
料
は
、社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
、所
得
税
や
住
民
税
が
軽
減

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、追
納
が
で
き
る
の
は

追
納
が
承
認
さ
れ
た
月
の
前
10

年
以
内
の
免
除
等
期
間
に
限
ら

れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。　　
　
　
　
　

▼
問
合
せ
／
貝
塚
年
金
事
務
所 

☎
４
３
１

−

１
１
２
２

年
金
相
談
予
約
受
付
専
用
電
話

☎
０
５
７
０

−

05

−

４
８
９
０　

役
場
保
険
年
金
課 

☎
４
９
２

−

２
７
０
５

～
岬
町
こ
ど
も
会
は
、楽
し
く
遊

べ
る
！
学
べ
る
！
と
も
だ
ち
が
で

き
る
！
～

■
岬
町
こ
ど
も
会
っ
て
ど
ん
な
と

こ
ろ
？　

　

こ
ど
も
会
は
、こ
ど
も
た
ち
が

仲
間
と
遊
び
な
が
ら
、い
ろ
い
ろ

な
活
動
を
体
験
で
き
る
と
こ
ろ
で

す
。磯
遊
び
、デ
イ
キ
ャ
ン
プ
、も

ち
つ
き
大
会
な
ど
を
は
じ
め
と
し

た
、い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

自
然
い
っ
ぱ
い
の
岬
町
の
魅
力

を
、お
と
な
も
、こ
ど
も
も
一
緒
に

楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

　

本
年
度
も
、楽
し
い
企
画
を
行

う
予
定
で
す
。詳
し
く
は
、岬
町

生
涯
学
習
課
ま
で
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ
／
岬
町
教
育
委
員
会

事
務
局 

生
涯
学
習
課 

☎
４
９
２

−

２
７
１
５（
直
通
）

※
入
会
は
岬
町
在
住
の
方
に
限

り
ま
す
。

国
民
年
金
追
納
制
度
に

つ
い
て

平
成
３１
年
度
岬
町

こ
ど
も
会 

会
員
募
集

年　
金

募　
集

　

自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月

31
日（
金
）で
す
。納
税
通
知
書
裏

面
に
記
載
の
金
融
機
関
、大
阪
府

内
の
郵
便
局
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
、府
税
事
務
所
で
納
税
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
利
用
し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
の
納
付
や
、府
税
収
納
を
扱

う
金
融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を

除
く
。）のPay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）

に
対
応
し
て
い
る
方
法
に
よ
る
納

付
も
可
能
で
す
。さ
ら
に
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ「PayB

」を

利
用
し
て
納
付
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。詳
し
く
は
、各
金
融
機
関

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／「
府
税
あ
ら
か

る
と
」で
検
索

▼
問
合
せ
／
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー 

☎
０
５
７
０

−

０ふ

ぜ

い

２
０
１

５コ
ー
ル６ 大

阪
府
か
ら
の
お
知
ら
せ

自
動
車
税
の
納
期
限

大阪府広報担当
副知事もずやん

そ
の
他

　

本
町
で
は
、既
存
の
汲
み
取
り

式
ト
イ
レ
や
単
独
処
理
浄
化
槽
を

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
改
造
す
る
場

合
に
、町
民
の
方
を
対
象
に
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

次
の
条
件
が
必
要
で
す
。

①
専
用
住
宅
で
持
続
的
な
使
用

が
認
め
ら
れ
る
も
の
。

②
新
築
・
建
替
以
外
に
限
る
。（
建

築
確
認
を
伴
わ
な
い
こ
と
。）

③
公
共
下
水
道
認
可
区
域
外
に

位
置
す
る
。（
認
可
区
域
の
範
囲

に
つ
い
て
は
、土
木
下
水
道
課
下

水
道
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）

④
そ
の
他
、町
が
定
め
て
い
る
要
綱

に
適
合
す
る
こ
と
。

　

な
お
、予
算
の
範
囲
内
で
の
補

助
と
な
り
ま
す
。ま
た
、先
着
順
の

た
め
予
算
額
に
達
し
た
時
点
で
受

付
を
終
了
し
ま
す
。詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
土
木
下
水
道
課

下
水
道
係 
☎
４
９
２

−

２
０
２
６

　

５
月
21
日（
火
）～
30
日（
木
）

の
間
、春
の
地
域
安
全
運
動
を
実

施
し
ま
す
。

　

こ
の
運
動
は
、安
全
で
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
ま
ち
に
す
る
た
め
に
、

地
域
で
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む

活
動
で
す
。

　

こ
の
期
間
は
、各
地
域
に
お
い

て
、ひ
っ
た
く
り
防
止
カ
バ
ー
や
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
盗
難
防
止
ネ
ジ

の
無
料
取
付
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実

施
し
ま
す
の
で
、こ
の
機
会
に
ぜ
ひ

取
り
付
け
、被
害
防
止
に
努
め
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

　

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
情
報
は
、泉
南
警

察
署
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
安
ま
ち
メ
ー

ル
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
泉
南
警
察

署 

泉
南
警
察
署
管
内
防
犯
協
会 

☎
４
７
１

−

１
２
３
４

浄
化
槽
設
置
整
備

補
助
金
に
つ
い
て

春
の
地
域
安
全
運
動
の

実
施
!!

お らし せ
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こ
こ
ろ
の
健
康
を
保
つ
た
め

に
は
、ス
ト
レ
ス
と
う
ま
く
付
き

合
う
こ
と
が
大
切
で
す
。岬
町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
自
由
に
ア
ク

セ
ス
し
て
簡
単
な
質
問
に
答
え
、

気
軽
に
ス
ト
レ
ス
度
や
落
ち
込
み

度
な
ど
こ
こ
ろ
の
状
態
を
チ
ェ
ッ

ク
で
き
ま
す
。お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／h

ttp
:// 

w
w

w.tow
n.m

isaki.osaka.jp/

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
４

９
２

−

２
４
２
４

▼
日
時
／
５
月
21
日（
火
）10
時

～
12
時
、13
時
～
16
時

▼
対
象
／
４
０
０
ｍｌ
献
血
は
男

性
17
歳
～
69
歳
、女
性
18
歳
～
69

歳 

※
65
歳
以
上
の
方
は
、60
～

64
歳
の
間
に
献
血
経
験
の
あ
る
方

に
限
り
ま
す
。

▼
場
所
／
岬
町
役
場

※
輸
血
を
受
け
ら
れ
る
患
者
さ

ん
の
安
全
性
を
高
め
る
た
め
、現

在
４
０
０
ｍｌ
の
献
血
の
需
要
が
高

ま
っ
て
お
り
、２
０
０
ｍｌ
献
血
は

お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

み
な
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
４

９
２

−

２
４
２
４

　

妊
娠
初
期
に
風
し
ん
に
感
染
す

る
と
、生
ま
れ
て
く
る
お
子
さ
ん
が

「
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
」に
罹

患
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
。出
生
時
の
先
天
性
風
し
ん
症

候
群
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
、

左
記
の
方
を
対
象
に
予
防
接
種

費
用
の
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者
／
岬
町
に
住
民
票
が

あ
り
、風
し
ん
抗
体
検
査
の
結
果
、

抗
体
を
保
有
し
て
い
な
い
と
判
断

さ
れ
た
左
記
の
方

①
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
お
よ
び

そ
の
配
偶
者

②
妊
婦
の
配
偶
者

▼
助
成
期
間
／
２
０
２
０
年
３

月
31
日
ま
で

▼
対
象
ワ
ク
チ
ン
／
麻
し
ん
風
し

ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
ま
た
は
風
し
ん

ワ
ク
チ
ン

▼
助
成
額
／
全
額
助
成

※
上
限
と
し
て
、Ｍ
Ｒ
ワ
ク
チ
ン
９

７
８
５
円
、風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
６
２

９
６
円

※
接
種
方
法
・
指
定
医
療
機
関
等

詳
し
く
は
、岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／h

ttp
:// 

w
w

w.tow
n.m

isaki.osaka.jp/

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
４

９
２

−

２
４
２
４

　

２
０
１
９
年
５
月
１
日
に
行
わ

れ
る
新
元
号
へ
の
変
更
に
よ
り
、

子
ど
も
医
療
証
お
よ
び
ひ
と
り
親

家
庭
医
療
証
を
次
の
よ
う
に
取

り
扱
い
ま
す
。

■
子
ど
も
医
療
証

　

２
０
１
９
年
７
月
か
ら
子
ど
も

医
療
対
象
者
の
年
齢
拡
充
を
予

定
し
て
い
る
た
め
、６
月
下
旬
頃

に
、有
効
期
間
欄
を
新
元
号
に
変

更
し
た
医
療
証
を
郵
送
い
た
し
ま

す
。新
し
い
医
療
証
が
届
く
ま
で

は
現
在
お
持
ち
の
医
療
証
を
継

続
し
て
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

※
年
齢
拡
充
の
詳
細
は
岬
だ
よ

り
６
月
号
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に

掲
載
い
た
し
ま
す
。

■
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

　

医
療
証
更
新（
例
年
10
月
下
旬

～
11
月
上
旬
）の
際
に
、一
括
し
て

有
効
期
間
欄
を
新
元
号
に
変
更

い
た
し
ま
す
。そ
れ
ま
で
は
現
在

お
持
ち
の
医
療
証
を
継
続
し
て
お

使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
子
育
て
支
援
課 

☎

４
９
２

−

２
７
０
９

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
災
害
時
に
、全
国
瞬
時
警

報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）か
ら

送
ら
れ
て
く
る
国
の
緊
急
情
報

を
、岬
町
防
災
行
政
無
線
を
通

じ
て
町
民
の
み
な
さ
ま
へ
確
実
に

お
伝
え
す
る
た
め
、全
国
一
斉
に

行
わ
れ
る
情
報
伝
達
訓
練
に
参

加
し
ま
す
。

▼
放
送
日
時
／
５
月
15
日（
水
）

11
時
頃

▼
情
報
伝
達
手
段
／
岬
町
防
災

献
血 

～
4
0
0
ｍｌ

献
血
に
ご
協
力
を
～

〝
こ
こ
ろ
の
体
温
計
〟

お
試
し
く
だ
さ
い（
メ
ン

タ
ル
セ
ル
フ
チェッ
ク
）

風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
等

接
種
費
用
を

助
成
し
て
い
ま
す

行
政
無
線

▼
放
送
内
容
／
開
始
チ
ャ
イ
ム
音

「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト

で
す
」×
３
回

「
こ
ち
ら
は
岬
町
役
場
で
す
」

終
了
チ
ャ
イ
ム
音

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、地
震
・
津

波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情

報
を
、国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を

通
じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス

テ
ム
で
す
。

▼
問
合
せ
／
ま
ち
づ
く
り
戦
略
室

危
機
管
理
担
当 

☎
４
９
２

−

２

７
５
９

防
災
行
政
無
線
を
用
い
た

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
の

試
験
放
送
を
実
施
し
ま
す

子
ど
も
医
療
証
お
よ
び

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

を
お
持
ち
の
方
へ
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お らし せ

2019年工業統計調査を実施します
　工業統計調査はわが国の工業の実態を明らか
にすることを目的とした統計法に基づく報告義務
がある重要な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの
基礎資料として利活用されます。

　調査時点は2019年6月1日です。
　調査票へのご回答をお願いいたします。

▶問合せ／
総務課 ☎492-2721

工業統計キャラクター
コウちゃん

公共下水道（供用開始）のお知らせ
　7月1日から供用が開始される区域では下水道
事業受益者負担金が賦課されます。
　受益者負担金とは、公共下水道の整備により生
活が便利で快適になるとともに、未整備地区に比
べて土地の資産価値が高まるという「受益」に対し
て、その受益者（基本的に土地所有者）に公共下
水道建設事業費の一部を負担していただく制度
で、一度限りの負担です。
　賦課区域内の道路、河川、公園、水路を除いた
全ての土地が対象です。ただし、現在耕作している
農地や現況が山林・原野である土地は賦課を保
留することができます。
　負担金は、1㎡あたりの単位負担金額（420円
／㎡）×土地の登記面積によって算定されます。
また、納付方法は3年間に6回分割して支払う「分
割納付」と負担金全額を初年度の第1期（9月）に

全額納付する「一括納付」があり、一括納付には、
20％の報奨金が交付されます。
　今回の賦課対象区域にあたる住民のみなさまに
は、後日、パンフレットの配布および負担金、排水設
備工事と助成制度、使用料等についての説明会を
開催します。
　なお、説明会
の日程につい
ては対象となる
方へ個別に文
書等でご案内
します。

▶問合せ／土木下水道課 ☎492-2026
賦課区域図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

▶期間／5月11日（土）～20日（月）の10日間
■運動の重点
①全国重点
○ 子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運

転者の交通事故防止
○自転車の安全利用の推進
○ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶

②大阪重点
 二輪車の交通事故防止
▶問合せ／泉南警察署 ☎471-1234

2019年春の全国交通安全運動

○歩行者を 守り気づかい 思いやり
○自転車と いつも一緒 ヘルメット
○チャイルドシート ちいさなＶＩＰの 指定席
○大丈夫？ 昨日のお酒も 気を付けて
○慌てるな 無理なすり抜け 事故のもと

スローガン
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▼
接
種
費
用
／
１
人
１
回
４
０

０
０
円（
生
活
保
護
世
帯
お
よ
び

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
無

料
に
な
り
ま
す
。）

※
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ
の

助
成
証
明
証
は
、保
健
セ
ン
タ
ー
で

発
行
し
ま
す
の
で
必
要
書
類（
保

険
証
・
委
任
状
等
）を
持
参
の
う

え
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
保
健
セ
ン
タ
ー 

☎
４

９
２

−

２
４
２
４
、
４
９
２

−

２
４
３
３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

▶対象となる方／次に掲げる要件を全て満たす方
が対象となります。
①法律上の婚姻をしている夫婦であること。
②岬町に住民登録していること。
③各種医療保険に加入していること。
④町税等の滞納がないこと。
⑤妻の年齢が満43歳未満であること。
⑥岬町暴力団等の排除に関する条例に規定する
暴力団関係者でないこと。
▶助成内容／1年度に一人5万円（夫婦共に治療す
る場合は10万円）を限度に、最大6年間、助成します。
▶助成対象経費／次に揚げる治療検査を一般不
妊・不育症治療とし、助成の対象とします。
①医療保険各法に規定する療養の給付が適用と
なる不妊治療（例:タイミング療法、薬物療法、手術
療法等）
②医療保険適用外の不妊治療の内、体外受精お
よび顕微授精を除く治療（例：人工授精）
③治療の一環として行われる検査、治療開始前に
不妊原因を調べるための検査

④医療保険適用の有無に関わらず、不育治療およ
び検査（例:薬物治療、手術治療、抗体検査、染色
体検査等）
※入院時の部屋代や食事代など治療に直接関係
のない費用は、助成の対象外です。
※不妊治療を実施している産婦人科、泌尿器科で
あれば医療機関の指定はありません。
▶申請方法／
○一般不妊治療終了後、申請書に関係書類を添
えて保健センターに申請してください。
○治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請
してください。（平成31年度分は令和2年3月末まで）
○申請内容を審査のうえ、承認を受けた方に対し
て、口座振り込みにより助成金を支払います。
○申請書類、関係書類については、岬町ホーム
ページからもダウンロードできます。
▶岬町ホームページ／http:// www.town.misaki.
osaka.jp/
▶問合せ／保健センター ☎492-2424、 492-
2433

岬町一般不妊・不育症治療助成事業を実施しています

世帯数 人口 男 女

世帯／人 7,660 15,801 7,465 8,336

前月比 +40 +4 +5 -1

平成31年4月1日現在人の動き

▼
対
象
／
①
平
成
31
年
度
に
、65

歳
・
70
歳
・
75
歳
・
80
歳
・
85
歳
・

90
歳
・
95
歳
・
１
０
０
歳
に
な
ら

れ
る
方

②
１
０
０
歳
以
上
の
方

③
60
～
64
歳
で
心
臓
、腎
臓
、呼
吸

器
、免
疫
機
能
等
に
重
度
障
が
い
の

あ
る
方（
医
師
の
判
断
に
よ
る
）

※
た
だ
し
、左
記
の
方
は
除
く

○
過
去
に
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

（
23
価
）を
接
種
し
た
こ
と
の
あ

る
方

○
脾
臓
摘
出
さ
れ
た
方
、公
害
被

認
定
者
の
方
等
、医
療
保
険
等
の

対
応
が
可
能
な
方

▼
接
種
場
所
／
指
定
医
療
機
関

（
予
約
制
）

　

詳
し
く
は
、保
健
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

※
指
定
医
療
機
関
外
で
の
接
種

を
ご
希
望
の
方
は
、事
前
に
保
健

セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
接
種
期
間
／
令
和
２
年
３
月

末
日
ま
で

▼
持
参
物
／
健
康
保
険
証
・
健
康

手
帳 高

齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

定
期
接
種
の
お
知
ら
せ

　岬町では、出生率の回復をめざし、子どもを産み育てたいと望んでいるのにできないご夫婦を支援するた
め、一般不妊・不育治療に対する費用の一部を助成しています。
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日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 1〈即位の日〉 2 3〈憲法記念日〉 4〈みどりの日〉

淡 ア 生 歴 と 淡 ア 生 歴 淡 ア 生 歴 淡 ア 生

5〈こどもの日〉 6〈振替休日〉 7 8 9 10 11
乳幼児育児健康
相談（4月号）

出張ほのぼの
クラブ（4月号）
法律相談（P23）

淡 ア 生 淡 ア 生 歴 淡 ア ピ 生 歴 と 淡 生 淡 と

12 13 14 15 16 17 18
らくがきクラブ

（P14）
相続・遺言相談

（P23）
幼児教室（P15）
行政相談（P23）

特定健診ほか
各種がん検診

（P13）

心の健康相談
（P23）

ア ピ さ 生 歴 ア 淡 歴 と

19 20 21 22 23 24 25
岬町歌謡愛好会
第１２０回歌謡
発表会（P11）

献血（P19） 出張ほのぼの
クラブ（P15）
法律相談（P23）

BCG予防接種
（P13）

定例おたのしみ
会（P14）

ア ア ピ さ 生 歴 淡 ア 歴 と

26 27 28 29 30 31 1
岬みんなの里山
プロジェクト、
第12回ビーチ
バレーボール大会

（P11）
乳児わらべうた

（P14）

各種がん検診
（P13）
園庭遊び（P15）

ア ピ さ 生 歴 淡 ア 歴 と

淡 =淡輪公民館休館日　ア =アップル館休館日　ピ =ピアッツァ5休館日　 さ =さんぽるた（深日港観光案内所）休所日
生 =生涯学習課（青少年センター・文化センター）休館日　歴 =岬の歴史館休館日　 と =とっとパーク小島休園日
※詳しい内容は掲載ページをご覧ください。（  ）内の数字は掲載ページまたは掲載号

月のカレンダー5
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相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

法律相談（予約制） 5月8日（水）・22日（水）
14時〜17時（定員6名）

○水道庁舎1階会議室
企画地方創生課 ☎492-2775

行政相談 5月15日（水）10時〜12時 ○役場相談室
企画地方創生課 ☎492-2775

障がい者相談
○愛の家「みらい」相談室
24時間対応（夜間は電話対応）

○愛の家「みらい」相談室 ☎494-1200
494-0102／ mirai@ainoie.jp

○障がい者出張相談（要予約）
5月22日（水）13時30分〜15時

○役場相談室
福祉課 ☎492-2700

介護相談 〈平日〉9時〜17時30分 ○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058

教育に関する相談 〈平日〉13時30分〜15時（要予約） ○学校教育課・指導課 ☎492-2719

消費者相談 5月10日（金）13時〜16時 ○役場監査委員室
産業観光促進課 ☎492-2749

人権擁護委員による
人権相談

5月7日（火）・21日（火）
13時30分〜15時

○監査委員室
人権推進課 ☎492-2773

人権協会による
人権相談

月・火・木曜日（祝日は除く）の
9時〜16時

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

水・金曜日（祝日は除く）の9時〜16時 ○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

総合生活相談
火・水・木曜日（祝日は除く）の
9時〜16時

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

金曜日（祝日は除く）の9時〜16時 ○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

地域就労支援相談
〈平日〉（祝日は除く）の9時〜16時 ○岬町人権協会多奈川事務所

（文化センター内） ☎492-3270

月・木曜日（祝日は除く）の9時〜16時 ○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

障がい者就労・生活相談 〈平日〉9時〜17時 ○NPO法人障害者自立支援センター
☎463-7867／ 463-7890

保健師健康相談 〈平日〉9時〜17時30分 ○保健センター ☎492-2424

乳幼児育児健康相談 6月3日（月）10時〜12時 ○保健センター ☎492-2424

心の健康相談（予約制） 5月17日（金）10時〜12時 ○保健センター ☎492-2424

育児相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○子育て支援センター ☎492-1350

療育相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○こぐま園 ☎492-1131

相続・遺言相談（予約制） 5月14日（火）13時〜16時
※行政書士による相談を行います。

○保健センター　
予約／企画地方創生課 ☎492-2775

出張福祉なんでも相談

○喫茶たまり場（みんなのたまり場）
5月7日（火）11時〜13時
○喫茶めだか組（多奈川小学校）
5月8日（水）13時〜15時
○ふれあい喫茶（深日会館）
5月15日（水）10時〜11時30分

○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058
○いきいきネット相談支援センター
☎492-2955（平日相談も受け付けています。）
○岬町社会福祉協議会 ☎492-0633

生活困窮に関する相談
（随時の場合は要予約） 5月8日（水）14時〜16時 ○大阪府岸和田子ども家庭センター 生活

福祉課 はーと・ほっと相談室 ☎441-2760

各 種 相 談

※災害等やむを得ない事情により開催できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

Consultation
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■編集・発行／岬町役場 企画地方創生課　〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
■広報に関するご意見・問合せ／☎072-492-2775
    （各課へのお問い合わせは直通番号をご利用ください。）

公式Facebook

〈ホームページ〉http://www.town.misaki.osaka.jp
〈Facebook〉https://www.facebook.com/misakitown
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・
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災
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、「
お
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ご
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用
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!
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）5月
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発
行
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エディター 川口

　平成31年3月4日(月)岬中学校の女子卓球部
の部員が町長に表敬訪問しました。
　岬中学校女子卓球部は大阪中学生選抜卓球
大会にて団体3位という優秀な成績を収め、近畿
各府県からの推薦による近畿中学校卓球講習会
(真嶋杯)に出場することが決定しました。部員た
ちは報告のため町長を表敬訪問し、町長からお
祝いと激励の言葉をいただきました。
　今後、ますますの活躍を期待しています。

▶問合せ／学校教育課 ☎492-2719

岬中学校の女子卓球部の部員が町長に表敬訪問
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まちづくりエディターは、まちの地域資源や空き家を活用した事業や移住者支援、農漁業の活性化、
それら事業に関わる広報など地域活性化に向けた事業に取り組んでいます。現在、多奈川駅前の
元旅館を改装したまちづくり交流館で活動しています。また、まちづくり交流館では貸館事業を行っ
ています。ぜひお越しください。

まちづくり
エディターって？


